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1. 総則 

1.1  適用範囲 

この仕様書は，広報関連（動画撮影・編集技術）国内委託教育について規定する。 

1.2  用語及び定義 

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の1.2によるほか，

次による。 

1.2.1 

基地等 

 航空自衛隊の基地及び分屯基地 

1.3   引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書

の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合は，この仕様書

に定める内容が優先する。 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７ 調達品等一般共通仕様書 

2  役務に関する要求 

2.1  全般 

 航空自衛隊の広報能力の向上に資するため，航空幕僚監部及び基地等の広報担当者を対

象として動画撮影・編集技術に関する教育を実施する。 

2.2  履行場所 

 航空自衛隊入間基地及び契約の相手方施設（市ヶ谷基地から公共交通機関により２時間

以内） 

2.3  教育実施期間 

a) １回目：令和７年１１月１０日（月）～同年１１月１４日（金） 

b) ２回目：官側の指定する期間 

2.4  教育実施期間 

 ５日間（１回あたり） 

2.5  教育参加者（基準） 

 １０名（１回あたり） 
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2.6  教育内容 

2.6.1  基礎教育（２日） 

 契約の相手方施設において，動画撮影・編集の基礎技術等について講義及び実習 

2.6.2  応用教育（３日） 

2.6.2.1  動画編集（２日） 

 契約の相手方が事前に入間基地において，事前ロケで撮影した動画をもとに編集 

2.6.2.2  講評等（１日） 

  契約の相手方施設において，講師による講評及び作品検討会 

2.7  提出書類等 

2.7.1  教育実施計画書 

 契約の相手方は，各教育実施の１０日前までに教育実施計画書（様式任意）を作成し，

航空幕僚監部総務部広報室（以下，“官側”という。）に提出するものとする。記載内容は，

次による。 

a) 講師の氏名（略歴等含む。） 

b) 教育内容 

2.7.2  教育実施成果報告書 

  契約の相手方は，各教育終了後，３０日以内に教育実施成果報告書（様式任意）を官側

へ提出するものとする。 

a) 講師の氏名 

b) 教育実施日時 

c) 受講者氏名 

d) 教育実施内容 

e) 成果及び所見 

2.8  その他 

a) 契約の相手方（再委託先含む。）は，合計５時間以上の動画制作スキルに関する専門カ

リキュラム（カメラ操作，撮影方法，照明利用，録音方法，映像企画，映像編集等の

スキル教育等）を有しており，受講前後に同カリキュラム内容を自己学習できるオン

ライン学習サービスを提供すること。 

b) 本教育の担当講師は，Adobe Certified Professional（アドビ認定プロフェッショナ

ル）の資格を有すること。 

c) 教育内容等，教育に関連する前項で示した一連の提出書類の内容に関しては，官側と

調整し，逐次変更するものとする。 

d) 各教育とも事前に受講者数，実施時期等について官側と綿密な調整を実施するものと

する。 

e) 教育で使用する資料，編集装置，パソコン等の教育に必要な機材は，契約の相手方が

準備するものとする。パソコンについては，Adobe Premiere Pro を搭載し，同ソフト

が推奨するスペックを満たす macOS搭載パソコンであること。 
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f) 契約の相手方は，本教育実施前に航空自衛隊入間基地にて 1 日間の撮影を行い，本教

育の教材として使用する以下の映像データを納品するものとし，撮影内容及び撮影日

については，実施の 1か月前までに協議のうえ決定するものとする。 

  なお，納品された映像データは，自衛隊が広報目的で使用できるものとする。 

1) 航空自衛隊広報用プロモーションビデオの納品 

1.1) YouTube掲載を想定した動画（1本） 

 1.1.1) 解像度：1920×1080ピクセル（フル HD） 

 1.1.2) 尺：180秒程度 

 1.1.3) 想定シーン：部隊紹介，活動風景，インタビュー等 

1.2) Instagram掲載を想定した縦型動画（1本） 

1.2.1) 解像度：1080×1920 ピクセル（縦型） 

 1.2.2) 尺：15秒程度 

 1.2.3) 想定シーン：設備・機材紹介，業務紹介等 

2) 編集講座にて利用する映像素材の納品 

2.1) プロモーションビデオに使用した映像素材一式（未編集素材を含む） 

2.2) 撮影講座の失敗例なる映像素材 

3  検査 

検査は，この仕様書によるほか，契約担当官の定める監督検査実施要領による。 

4  官側における支援 

 契約の相手方は，契約の履行において，官側の支援を必要とする場合は，官側と調整の

上，次の事項について官側の支援を無償で受けることが可能である。 

航空自衛隊入間基地における，事前ロケへの取材対応及び立ち入り手続き 

5 その他必要事項 

 この仕様書に規定のない事項又は疑義が生じた場合は，書面により速やかに契約担当官と

協議するものとする。 
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